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［要件2］ 速やかな相談受付と迅速な対応

●見守り関係者から消費生活センターへの相談・通報用シートを活用することにより、速やか
な相談受付と迅速な対応を実施

●相談・通報用シートの作成・活用状況

・平成27年度に東京都が行った調査（※）では、8区市町村が相談・通報用シートを使用
していると回答

※「地域における高齢者の消費者被害防止のための見守りネットワーク構築状況等に関する現況調査」（「資料編」
50ページ参照）

●使用している自治体の例

・目　黒　区：「見 守 り 情 報 連 絡 票」→見守り関係者に配布
・中　野　区：「悪質商法等被害連絡シート」→見守り関係者に配布
・国分寺市：「国分寺市高齢消費者見守りネット連絡シート」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →地域包括支援センター職員に配布

●相談・通報用シートの個人情報の取扱い

・被害者等の個人情報の記載については、「本人の許可があれば記載」、「記載しない」、「特
に指定していない」等、作成済みの区市町村でも内容は様々である。

・区市町村の状況に合わせて、可能な範囲で記述できるように作成することが重要。

●消費生活センター等への相談・通報は、電話が最も迅速な手段です。相談・通報用シー
トを使用している自治体でも、電話や来所が主な連絡手段となっていますが、相談・
通報用シートを併用することにより、内容をあらかじめ整理したり、複雑な内容を
正確に伝えることが可能となるため、結果的に迅速な対応につながります。

●また、受付時間外の連絡が必要な場合でも、ファクスやメールにより２４時間体制
で受付を行うことが可能となります。

●福祉部門との連携が進んでいない自治体では、新たに地域包括支援センター等との
連絡体制を整理する際に、どのような内容を相談員に伝える必要があるかを共有す
る意味でも、有用な取組と言えます。

相談・通報用シート



相談・通報用シート作成例
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[目黒区]

[国分寺市]

[中野区]

個人情報の取扱について

＜個人情報の記載＞
　目黒区や中野区の例では、個人情報欄
がありますが、記載にあたっては本人の
了承を得ることが前提となっています。
　一方、国分寺市のように個人情報を記
載しない様式としている場合や、「個人
情報は記入しないでください」と明記し
ている例もあります。

＜連絡時の注意事項＞
　相談・通報用シートにより連絡をする
際は、誤送信に注意が必要です。ファク
スの場合はあらかじめ個人情報を含まな
い内容で、送受信確認を行った上で短縮
ダイヤルに登録したり、メールの場合は
暗号化やパスワードを設定するなど、情
報提供者に注意を促しましょう。
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